
議案第４５号

令和８年度大町市一般会計補正予算（第２号）

 令和８年度大町市の一般会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。

 （歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１６７，１２４千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８，９３０，９２４千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、

期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。

（地方債の補正）

第３条 地方債の補正は、「第３表 地方債補正」による。

令和８年 ５月１９日 提出 大町市長 牛 越 徹

令和８年 ６月 日 議決
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明日香荘設備整備事業 24,000

美 麻 観 光 施 設 設 備 等
整 備 事 業

1,300

第 ３ 表 地 方 債 補 正

（変更・追加）

起 債 の 目 的
補 正 前

限度額（千円） 起債の方法 利   率 償還の方法

学 校 施 設 整 備 事 業 21,000

介 護 予 防 拠 点 施 設
長 寿 命 化 事 業

3,600

子育て事業デジタル活用
推 進 事 業

合   計 1,479,900

学校再編環境整備事業 0

南部小学校環境整備事業 0

地域振興設備整備事業 4,800

証書借入
又は

証券発行

　４.０％以内
（利率見直し
方式で借り入
れる財政融資
資金及び機構
資金、銀行等
引受資金につ
いて、利率見
直しを行った
後においては
当該見直し後
の利率）

　財政融資資金
及び機構資金に
ついては、その
融資条件によ
る。銀行その他
の場合は融通先
と協議する（市
の財政の都合に
より据置期間及
び償還期限を短
縮し、又は繰上
償還若しくは低
利に借換えする
ことができ
る。）。

2,100

第 ２ 表 債 務 負 担 行 為

事   項 期   間 限 度 額 （千円）

公 用 車 リ ー ス 業 務 3,971
令和８年度

～令和１４年度
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31,600

2,300

限度額（千円） 起債の方法 利   率 償還の方法

補 正 後

23,800

5,300

6,100

1,577,000

補正前
と
同じ

補正前
と
同じ

補正前
と
同じ

82,300

0

2,500

事   項 期   間 限 度 額 （千円）

地 域 振 興 設 備 整 備 事 業
令和８年度

5,345
～令和９年度
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